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	令和8年3月（2026年3月） 【保健事業】
	2026年度 胃内視鏡検査（胃カメラ）費用補助について
	TDK健康保険組合では、定期健康診断の法定外項目である胃部レントゲン検査の代替検査として、胃がんの早期発見・早期治療を目的に、一次検診の費用を補助します。 ※年度ごとに書類・補助内容は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※人間ドックでの胃内視鏡検査は、補助適用後の自己負担額で受診いただけるため、本制度の対象外です。
	■対象（基準日：2027年3月31日）
	 年度末年齢で35歳以上の被保険者（保険証記号1001～1118）
	 受診日にTDK健康保険組合の被保険者資格があること
	 定期健康診断で胃部レントゲン検査が受けられない場合で、産業医の判断・所見に基づき事前にTDK健康保険組合へ「変更申出書」を提出し、受理されていること
	■受診方法（対象期間：2026年4月1日～2027年3月31日、いずれか1回のみ）
	1. 会社指定の定期健診機関で定期健診と同日に胃内視鏡検査を受診する場合
	2. 医療機関で健診扱いとして受診し、請求書が発行される場合（自己負担なし）※人間ドックは除く
	3. 医療機関で健診扱いとして受診するが自己負担（全額負担）となる場合（自己負担10割）※人間ドックは除く
	■変更申出書について
	被保険者は、健康管理室または健康診断担当者へ「変更申出書」を提出してください。
	■補助申請（医療機関で請求書が発行できない場合）
	医療機関で請求書が発行できないときは、保険証を使用せずに健診費用を全額支払ってください。後日、TDK健康保険組合へ費用の補助申請が可能です。「補助申請書」には下記を添付してください。
	 領収書（原本）
	 健診結果（医療機関から届いた健診結果で内容が確認できる場合は、医療機関健診結果のコピー可）
	
	■注意事項
	 検査中に発見された病変に対する切除等が保険診療扱いとなる場合や、治療目的で受けた検査は補助対象外です。
	 その他詳細は健康管理室までお問い合わせください。
	ＴＤＫ健康保険組合 保健事業担当　TJP.contact_kenpo@tdk.com

